
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流館をご利用のみなさまへ 
202６年度がスタート！！ 

今年度もつどい・まなび・つながる拠点として交流館をご利用ください。 

開館(利用)時間      ８時３０分～２２時まで 
受 付 時 間       月曜日～金曜日…８時３０分～１７時まで 

土曜日…８時３０分～１２時１５分まで 

（但し、祝日、１２月２９日～翌年１月３日は除く）  

※  使用時間を守ってください。 

※ 交流館・コミュニティセンターを利用するには、事前に窓口で対面での団体登録が必要です。 

※ 部屋を利用する前に使用許可申請書を提出（またはオンライン申請）してください。 

（３ヶ月前から申請可能） 使用後は交流館使用報告書を記入し、提出してください。 

※ 受付時間外に交流館を利用される場合は、受付時間内にカギを取りに来てください。 

  （電子予約申請をしてメールアドレス登録している方は６桁の番号が送られてきて、 

玄関前に取り付けてあるキーボックスを開けることができます） 

※ 使用中止をする時は、すぐに連絡してください。 

★ 使用した会場は、きれいに清掃をしてください。 

★ 使用責任者は、戸締り・照明・空調の管理・火気の確認をしてください。 

★ 使用した机・椅子などは、所定のところへ返却し整理整頓してください。 

★ 使用後のごみ（缶・ビンなど）は、使用団体で持ち帰ってください。 

★ 最後に帰られる団体は、トイレ・廊下・階段などの消灯を確認して施錠してください。 

退任のご挨拶 新任のご挨拶 

 この度、３月末をもちまして定年退

職となりました。 

交流館主事として、やり甲斐のある

仕事を２２年間もの長い間、楽しく勤

めさせていただけたのは、ひとえに地

域の皆様、サークルの皆様そして、各

民主団体の皆様のおかげです。心より

感謝申し上げます。 

これからは、地域の一員として、神

村交流館のお手伝いができたらと思

います。本当に長い間お世話になりま

した。         春花 由美 

 この度、４月１日から、交流館主事と

して勤務させていただくことになりま

した。初めての事ばかりで、ご迷惑を

おかけする事もあるかと思いますが、

一日も早く仕事に慣れるよう努力した

いと思います。 

 地域の皆さまに、安心して気軽にご

利用していただけるような交流館を目

指したいと思います。少しでもお役に

立てるよう、精一杯頑張りたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

遠部 里香 

 

（12：15〜13：00 除く） 
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  ❤と き  ５月２９日（金） 

        １３：３０～１５：００  

  ❤ところ  神村交流館 会議室 

  ❤講 師  向原 直美さん 

（ライフデザインボイストレーナー） 

    ❤定 員  １５人（先着順） 

  ❤参加費  無料 

  ❤持参物  ５００ｍｌ以下の空のペットボトル 

        水分補給の飲み物 

❤申込み  ５月２０日（水）までに 

神村交流館（933-2913）へ 

 

 

 

 

 

 

みんなで楽しく、呼吸法や姿勢・滑舌

などのトレーニングをしませんか？ 

声を出すことは自分を表現すること。 

呼吸や滑舌のレッスンで 

心も体も元気になりましょう♪ 

 

【食生活改善推進員】 

（と き）6 月～来年 3 月（月 1 回程度） 

全 12 回 

（対象者）おおむね 20 歳～75 歳の市民 

（ところ）福山すこやかセンターなど 

 

運動普及推進員・食生活改善推進員 養成講座 
～ 一緒に健康づくりの活動をしませんか ～ 

2026 年度（令和 8 年度）受講生募集！ 

【運動普及推進員】 

（と き）7 月～来年 2 月（月 1 回程度） 

全 8 回 

（対象者）おおむね 20 歳～75 歳の市民 

（ところ）福山すこやかセンターなど 

 

 

※ともに、受講後、推進員として、基本はお住いの地域でボランティア活動ができる人 

（問い合わせ・申込み先）福山市健康推進課：TEL （084）928-3421 

ご本人が直接お申し込みください。 

（申込み期間）2026 年（令和 8 年）4 月 1 日（水）～5 月 8 日（金） 

 

※動きやすい服装でご参加ください。 



と き  ５月 27 日（水）１３時３０分～ 

ところ  神村交流館 実習室 

講 師   三谷佳美さん（兵庫テラリウム協会認定講師） 

材料代  小２,０００円 大２,５００円（どちらか選んで下さい） 

定 員  １０人 (定員になり次第締め切り) 

申込み  ５月２０日（水）まで 
          
 

  ふれあい活動事業のご案内 

主催：神村学区まちづくり推進委員会・ふれあい委員会・神村交流館 

ガラス容器の中に苔や石を使って小さな自然の風景を作る「苔テラ

リウム」はじめての方でも安心して楽しめる内容で自然に触れなが

らものづくりの楽しさと癒しを体験しませんか？  

と き  ６月８日(月) １０時～ 

ところ  神村交流館 実習室 

講 師   平櫛佳代さん 

材料代  ８００円 

定 員  ８人 (定員になり次第締め切り) 

申込み  ５月７日（木）から受け付けます！ 

  持参物  エプロン、三角巾、布きん、お持ち帰り容器 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

気になるサークルがあれば、まずは気軽に見学してみてはいかがでしょうか。楽しい時間は、心のリフレッシュ・

身体の健康につながります。新しいことにチャレンジして、ストレスフリーで楽しい毎日を過ごしましょう！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

運転免許証・健康保険証・パスポート・年金手帳・

身体障がい者手帳・マイナンバーカード等 

※代理人の方が窓口に来られるときは、本人が作成し

た委任状が必要となる場合があります。 

※使用目的により証明書の内容が異なるため、申請の

ときに、使用目的・提出先等の記入をしていただき

ます。（印鑑証明・無料の公的年金現況届は除く。） 

※つり銭のいらないように、小銭をご用意ください。 

◇ご協力をお願いします。 

 

交 内案で館流 う扱り取 証 ご書明 の

市民課業務 金額(円) 

戸籍全部事項証明（戸籍謄本） ４５０ 

戸籍個人事項証明（戸籍抄本） ４５０ 

附票全部証明 ３００ 

附票一部証明 ３００ 

住民票の写し ３００ 

住民票の記載事項証明 ３００ 

労働基準法第 111条代用証明 無 料 

年金現況届の証明 公的年金 無 料 

年金現況届の証明 私的年金 ３００ 

印鑑登録証明 ３００ 

税制課業務  

所得・課税証明 ３００ 

医療機関用証明書 無 料 

 

【持参するもの】  
個人情報を保護し、なりすましによる不正取得をふせぐた

め、請求の際には、窓口に来られた方に次に示すいずれかの

ものを提示していただき、本人確認を行っています。 

月 ローズハーモニー神村（ハーモニカ） 第 2・4 13：00～15：30  

火 

生命の貯蓄体操普及会 毎週 14：00～16：00  

リノ・マイレ神村（フラダンス） 第 1・3・4 10：00～11：30 自主練金曜 

ばらの会（大正琴） 第２・４ 13：00～15：30  

水 
さわやか会（運動教室） 第 2・4 10：00～11：30  

抹茶サークル 第３ 13：30～16：00  

木 

大正琴サークル鏡山 第 1・3 13：30～15：30  

神村ローズ（オカリナ） 第 2・4 13：30～15：00  

オカリナここち 第 2・4 15：00～17：00  

金 

オカリナここち 第 2・4 13：00～15：00  

神村ムーミン（オカリナ） 第 2・4 15：00～17：00  

ヨーガ同好会 第 1・2・3 13：30～16：00  

絵てがみサークル 第 1・3 13：30～15：30                

書道サークル 第 2・4 13：30～15：30  

クラフトサークルゆるり 第 4 19：00～22：00  

土 水墨画サークル 第 2・4 13：30～15：30  

不定期 F・F・Bフルートカルテッド   楽器持参 

※活動の曜日や時間はあくまでも予定です。通年の予約を確定しているものではありません。 

 

 

 

 

交流館で市民課・税制課業務の一部を取り扱っています。 

【取 扱 時 間】 月曜日～金曜日  （休日・休館日は除きます。）午前９時～１２時まで 
【利用できる人】 神村学区に住んでいる人又は勤めている人で、福山市に住民登録をしている人

に限ります。（ただし、業務用は除きます。） 

 
◆申請内容によっては、交流館で交付できない場合もあります。 


